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業績に応じて支払うことがある。

 その場合はまほろばの事業所で最も低い支給率×月額報酬

    (2)賞与

理事⾧の報酬等（別表2は対象外）

    (1)月額報酬

役職名 月額

 理事⾧ 常勤（週4日、32時間以上勤務） 250,000円

※理事⾧業務に従事する時間が週4日32時間未満の場合、月額報酬を勤務時間で換算する

理事に対し支給する費用（非常勤理事）

日額

 理事会 5,000円（税引き後）

 上記の他会議及び法人・施設業務のため出勤 5,000円（税引き後）

監事に対する報酬及び費用

    (1)報酬

日額

 上記の他会議及び法人・施設業務のため出勤 5,000円（税引き後）

 監事監査 10,000円（税引き後）

    (2)費用

日額

 理事会 5,000円（税引き後）

評議員に対し支給する費用

日額

 評議員会 5,000円（税引き後）


